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Ｓ53年10月20日
まで（Ｘ作成）

衛星設計第１グルー
プ開発部員

15
（軌道伝播解析プ
ログラム（Ｂ010プロ

グラム））

―
●Ｘが作成者

●著作物性有り
●各ステップの組み合わせ・順序・サ
ブルーチン化等で多様な記載が可能
であるところ、作成者の工夫がこらさ
れ、個性が認められる。
●事業団による「著作物性なし」との
主張は採用できない。

●ECS用のミッション解析プログラム群を作成することはS52年6月20日付「静止衛
星ミッション解析用プログラムの開発状況及び作業範囲/分担」との文書（aとXの連
名）により提案され、同年10月12日に認可された。
●Xはaの後任としてECS用ミッション解析プログラム群の作成・とりまとめを担当。
●S53年6月16日組織改正後、Xは「ECSソフトウェアの体系」とする文書作成、本プ
ログラムを同年10月20日までに完成。
●本プログラムを含むプログラム群を用いた解析結果「ECSミッション解析（最終
版）」が認可された。

●Ｘが大学院時代に購入した多数の文献に
基づいて新たに創作した。
●「ＥＣＳミッション解析計画」はＸの職務では
なく事業団にとって不必要な業務→個人研究
である。
●Ｘの職場の開発部員aは、本プログラムの
作成を指示したが、指示内容は簡易であっ
た。
※事業団の状況
Ｓ52年度の予算要求書と認可書には「ＥＣＳ
ミッション解析」項目なし→当該作業を事業団
は想定していない→Ｘの職務とされていない。

●「ＥＣＳミッション解析」の作成計画
進行中にＸが該当部門に異動して初
めて作成に関与することになった。
●Ｘ所属部門の「人工衛星の設計」業
務はミッション解析を含む概念であ
る。

Ｓ54年9月頃まで
（Ｘ作成）

衛星設計第１グルー
プ開発部員

19
（ドップラー変化に
よる衛生運動解析
プログラム（Ｂ061プ

ログラム））

（認定された前提）事業
団の職務著作である。

●Ｘが作成者
―

●Xは、S54年9月頃までに、本件プログラム15をそのまま、又は本件プログラム15
やa作成のサブルーチンを改修・発展させ本プログラムを作成。
●本件プログラム15同様、ECSミッション解析プログラム群に含まれるプログラムで
ある。

●Ｘが大学院時代に購入した多数の文献に
基づいて新たに創作した。
●「ＥＣＳミッション解析計画」はＸの職務では
なく事業団にとって不必要な業務→個人研究
である。
●Ｘの職場の開発部員aは、本プログラムの
作成を指示したが、指示内容は簡易であっ
た。
※事業団の状況
Ｓ52年度の予算要求書と認可書には「ＥＣＳ
ミッション解析」項目なし→当該作業を事業団
は想定していない→Ｘの職務とされていない。

●「ＥＣＳミッション解析」の作成計画
進行中にＸが該当部門に異動して初
めて作成に関与することになった。
●Ｘ所属部門の「人工衛星の設計」業
務はミッション解析を含む概念であ
る。

Ｓ54年7月頃（認
可）
～

Ｓ55年3月（納品）

衛星設計第１グルー
プ開発部員

4
（ＳＰＤ）

―

●「法人等の発意」有り：事業団が電波トラブルを受
け原因究明のため認可し、ＸとＣＲＣとが本プログラム
の作成を担当し、共同でプログラミングを行った。従っ
て事業団から作成を命じられた又は事業団の承認を
得て作成したといえる。
●「職務上作成する著作物」該当：作成過程から、明
らかである。
●「法人等が自己の著作の名義の下に公表するも
の」該当：公表されるとすれば、当然事業団の名義に
より公表されるべきものである。

―

●ＣＲＣの従業員ら・Ｘの共同
で作成
●Ｘらの指示監督のもと、ＣＲ
Ｃ・Ｘが共同でプログラミング
作業を行った。

―

●S54年2月6日のECS（あやめ）のトラブルを受け、事業団が着手した解析作業の一
つとして燃焼中の衛星の運動を解析する作業があり、同解析のために作成された
のが、本プログラムである。
●本プログラム作成計画はS54年7月頃までに事業団において認可され、X、事業団
他部門のｃが担当。
●事業団・CRC間でプログラム作成等の委託契約締結。実績ベースでの対価支払
い。
●CRCは本プログラムのコーディングを行い、X、cらと不具合の改修等を行った後、
S55年3月、事業団に納入した。

●事業団-ＣＲＣ間の契約は部分的な単純作
業の単価契約・作成費用を事業団が一部負
担したのみ→事業団による創作的な作成とは
いえない。

●Ｓ54年2月6日打ち上げられた「あや
め」の電波トラブルを受け、Ｘが原因
究明のための解析を行うためアルゴリ
ズムを作成し、事業団において認可さ
れた。
●ＣＲＣ担当者により基礎数式の理解
からコーディングまで行われ、Ｓ55年3
月に本プログラムが納品された。

Ｓ55年4月（委託
契約締結）

～
Ｓ55年5月（納品）

衛星設計第１グルー
プ開発部員

5
(DOPPLER(B063))

●本件プログラム１９は
事業団の職務著作であ
る。よって本件プログラ
ムの著作者がＸである
との前提によるＸ主張
は、その前提を欠く。→
Ｘに原著作者の権利は
無い

●「法人等の発意」有り：事業団において認可され、
ＣＲＣがＸの式のもとＸと共同でプログラミングを行っ
たものであり、事業団から作成を命じられた又は事業
団の承諾を得て作成したものであるというべき。
●「職務上作成する著作物」該当：作成過程から、明
らかである。
●「法人等が自己の著作の名義の下に公表するも
の」該当：公表されるとすれば、当然事業団の名義に
より公表されるべきものである。

―

●ＣＲＣの従業員ら・Ｘの共同
で作成
●Ｘの指揮監督のもと、ＣＲ
Ｃ・Ｘが共同でプログラミング
作業を行った。

●著作物性有り
●各ステップの組み合わせ・順序・サ
ブルーチン化等で多様な記載が可能
であるところ、作成者の工夫がこらさ
れ、個性が認められる。
●各計算式そのものを独占させるこ
とにはならない。
●事業団による「著作物性なし」との
主張は採用できない

●S55年4月、本プログラムの作成計画が事業団において認可された。
●同時期、本プログラム作成・計算機支援に係る契約がCRC・事業団間で締結され
た。
●Xは、S55年4月初旬、CRCと本プログラム開発について打ち合わせし、指示を出し
た。
●一部は従前に作成されたプログラムを改修使用。（19？）
●XとCRC共同で本プログラム検証確認等を行い、S55年5月に報告書が納入され
た。→対価が事業団から支払われた。

●事業団-ＣＲＣ間の契約は部分的な単純作
業の単価契約・作成費用を事業団が一部負
担したのみ→事業団による創作的な作成とは
いえない。
●本件プログラム１９の二次的著作物である
→著作権・著作者人格権はＸに帰属

●Ｓ54年2月6日打ち上げられた「あや
め」の電波トラブルを受け、Ｘが原因
究明のための解析を行うためアルゴリ
ズムを作成し、事業団において認可さ
れた。
●ＣＲＣ担当者により基礎数式の理解
からコーディングまで行われ、Ｓ55年3
月に本プログラムが納品された。

Ｓ56年10月（Ｘ作
成）

フランス留学中：Ｓ55
年8月14日～Ｓ57年2
月17日（Ｓ56年8月18
日～休職扱い）

12
（KALMAN(オリジナ

ル６次元)）
―

●「法人等の発意」有り：業務に従事する者の職務
の遂行上、作成が予定又は予期されるものであっ
た。Ｘの研修中の職務は「海外研修計画」に記載した
とおりである。
●「職務上作成する著作物」該当：業務に従事する
者の職務の遂行上、作成が予定又は予期されるもの
であった。Ｘの研修中の職務は「海外研修計画」に記
載したとおりである。
●「法人等が自己の著作の名義の下に公表するも
の」該当：論文（甲５）には本プログラムのソースコー
ド・オブジェクトコードは記載されておらず、Ｘ名義で公
表されたとは言い難い。公表されるとすれば事業団
の名義のもとに公表されるべきものといえる。

●（Ｘ）ＣＮＥＳへの留学は個人留学であって、休職
中に個人の研究を継続し、本プログラムを作成し
た。→７割とはいえ事業団の給与がＸのフランス生
活を支えた。
●（Ｘ）事業団は本プログラムの作成費用・ＣＮＥＳ
のコンピュータ使用料を負担していない。→事業団
による給与がＸのフランスでの生活を支えていたの
であるから、事業団が間接的に本プログラムの作
成費用を負担していることとなる。
●"業務連絡"において「留学中開発プログラムは
個人に帰属」等の記載（Ｓ61年3月27日付）がなさ
れていたとしても"業務連絡"は規定により「事業団
の意思決定そのものに関するもの等には用いな
い」とされており、当該内容の業務連絡によって、Ｘ
が留学中に作成したプログラムのＸへの権利帰属
を認めていたとはいえない。

●Ｘが作成者

●著作物性有り
●各ステップの組み合わせ・順序・サ
ブルーチン化等で多様な記載が可能
であるところ、作成者の工夫がこらさ
れ、個性が認められる。
●本プログラムは、公知のカルマン
フィルタを単にプログラムに書き換え
ただけのものではなく、公知のカルマ
ンフィルタを利用してまとまったプロ
グラム体系を構築し、記載したところ
に創作性が認められる。

●S55年2月フランス政府給費留学生試験に合格。（事業団の推薦状あり）
●事業団の留学規定により同様の留学が「外国出張」として取り扱われるか否か決
定。
●Ｘは、事業団が承認したＳ55年度海外委託研修生（海外出張扱い）として同時にフ
ランス政府給費留学生として、Ｓ55年8月14日からＣＮＥＳに留学。
●S56年8月18日より、1年間休職とし、留学を延長（～Ｓ57年2月17日）。
●Ｘは、Ｓ56年10月ランデブー解析プログラム「ＴＡＫＡＫＯ」作成。本プログラムはこ
れの一部分を構成。
●Ｘは、事業団における身分を付したＸ名義の論文（甲５）をＳ57年1月にＣＮＥＳ技術
者に発表。
●Ｘは、帰国後「海外研修報告」の中で、ランデブー解析プログラムを作成したことを
成果として報告。但し、このプログラムが本プログラムとは明かしていないため、事
業団は本プログラムの存在を当時知らなかった。

●Ｘのフランス留学は個人留学であった。
●Ｘが全ステップを作成した。
●事業団は、本プログラムの作成費用・ＣＮＥ
Ｓ大型コンピュータ使用料を負担していない。
●事業団から作成について指示は全くなかっ
た。
●本プログラムと共に論文（甲５）をＸ名義で
作成、ＣＮＥＳに公表。

●Ｘのフランス留学の目的・成果に鑑
みると、本プログラムは職務著作に当
たるというべきである。
●本プログラムのソースコードやオブ
ジェクトコードを公表したものではない
から、論文（甲５）の発表をプログラム
の著作物の公表ということはできな
い。

プログラムの作成経緯（高裁の認定） プログラムの作成経緯（Ｘ主張） プログラムの作成経緯（事業団主張）著作物性の有無
職務著作に該当するか（Ｘ主張への高裁

見解）
プログラムの作成者

●「法人等の発意」有り：ＸはＥＣＳミッション解析及び
そのプログラム群作成に従事していた。本プログラム
らは、Ｘが法人等から作成を命じられたものであると
いうべき。
●「職務上作成する著作物」該当：ECS用のミッショ
ン解析及びそのプログラム群の作成に従事していた
中、本プログラムらはこのプログラム群に含まれるた
め。
●「法人等が自己の著作の名義の下に公表するも
の」該当：本プログラムらは事業団の遂行するＥＣＳ
ミッション解析プログラム群に含まれるため、公表す
る場合は当然事業団名義で公表されるべきものと認
められる。

●（Ｘ）控訴人の所属部門においてプログラムの作
成は業務として位置づけられていなかった。→技術
系職員の間でプログラム作成はほぼ必須。上司a
の後任としてＥＣＳ用ミッション解析プログラム作成
を担当し、本件プログラムらを完成させたのだから
Ｘの職務であった。
●（Ｘ）プログラムの作成は事業団により形式的に
認可されたが、人的・物的手当てがされなかった。
→全証拠を見てもこれを裏付ける証拠は見出せな
かった。本件プログラム１５は上司aから指示を受け
て作成を始めたものである。ミッション解析プログラ
ム群を体系化し、ＥＣＳ用にも用いるようにすべきこ
とは事業団において認可されていた。従って本プロ
グラムらの作成はＸの業務であった。
●（Ｘ）本プログラムらはＸが大学院時代に購入した
文献に基づいて創造したものでありＸの「個人の自
由な研究活動」の継続により作成。→Ｘは宇宙工学
を学んだからこそ事業団に採用され、配属先でＥＣ
Ｓ用プログラム作成を指示されているのだからＸが
大学院時代に購入した文献に基づいてプログラム
を作成するのはＸの職務である。

作成年月日 プログラム番号 翻案であるか否か
職務著作に該当するか※判断前提は資料

３参照
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Ｓ58年1月（Ｘ作
成）

衛星設計第１グルー
プ副主任開発部員

13
（kALMAN(オリジナ

ル,９次元)）

（認定された前提）事業
団の職務著作である。

●「法人等の発意」有り：Ｘは事業団の認可が無いま
ま本プログラムを作成したとしてもＸの職務遂行上そ
の作成が予定・予期されるものであった。
●「職務上作成する著作物」該当：認可するものしな
いものその全てが事業団の業務であるから。
●「法人等が自己の著作の名義の下に公表するも
の」該当：公表されるとしたら当然事業団の名義によ
り公表されるべきものである。

●（Ｘ）本プログラムの作成提案は事業団に反対さ
れ、Ｘが独力で行ったもの。事業団はその費用も支
出していない。→事業団内部の政策的な判断によ
り認可されなかったとしても、事業団の業務から切
り離されて私的なものとなるわけではない。

●Ｘが作成者

●著作物性有り
●各ステップの組み合わせ・順序・サ
ブルーチン化等で多様な記載が可能
であるところ、作成者の工夫がこらさ
れ、個性が認められる。
●本プログラムは、公知のカルマン
フィルタを単にプログラムに書き換え
ただけのものではなく、公知のカルマ
ンフィルタを利用してまとまったプロ
グラム体系を構築し、記載したところ
に創作性が認められる。

●Ｓ58年1月、事業団の認可が無いまま本プログラムを作成。
●Ｘが「ＭＯＳ-１」の設計に関与した形跡は無い。

●Ｘが全ステップを作成した。
●本プログラムはＭＯＳ-１とは無関係。
●事業団は本プログラム作成に反対し、作成
費用の支出も行っていない。

Ｓ58年3月（委託
契約締結）
～
Ｓ58年6月（Ｘ作
成）

衛星設計第１グルー
プ副主任開発部員

11
（STAT（オリジナ

ル））

（認定された前提）著作
物ではない。

著作物ではない。 ― ―

●著作物性無し
●第1～７ステップにおいて、選択す
る余地があるのは変数とする記号と
して何を選ぶかという程度である。
●第8～12ステップの式の展開に工
夫の余地・選択の余地はほとんど認
められない。
●第13ステップは選択の余地がな
い。
●第14ステップは選択の余地がな
く、選択の幅は著しく狭い。
●本プログラムは全体として表現に
選択の余地がほとんど無く、わずか
に選択の余地がある部分においても
その選択の幅は著しく狭いので、作
成者の個性を反映させる余地は無
い。

●Ｓ58年3月、事業団は「ＥＴＳ－Ｖ」の開発を決定し、ＭＥＬＣＯに設計・製造を委託。
●Ｓ58年6月、Ｘは、ＭＥＬＣＯが作成した「ＥＴＳ－Ｖ」の静的スピン安定性を解析する
ために本プログラムを作成。（先立って、Ｘは安定性が低いことを指摘）
●Ｓ58年7月頃、「ＥＴＳ－Ｖ」の設計が変更された。

●本プログラムに係る解析は事業団「誘導制
御部門」（受託会社三菱電機（株））が担当す
べき業務
●Ｘは好意から本プログラムを作成
●式も量も簡単なプログラムだが作成した時
点でこのようなプログラムは無かったので著
作物性が認められるべき。

●極めて単純なものであるから著作
物には該当しない。

1
（DYNA）

― ― ―

●Ｘ個人の自由な研究・発想により本質部分
を作成していた。
●Ｘが全ステップの作成を行った。
●Ｘの指揮のもと、ＣＲＣが一部単純なステッ
プを作成。

2
（STAT）

●本件プログラム１１が
著作物で無い以上、本
プログラムはその二次
的著作物ではない。→
Ｘに原著作者の権利は
無い

― ―
●本件プログラム１１の二次的著作物であ
る。
　→著作権・著作者人格権はＸに帰属する。

Ｓ59年4月（委託
契約締結）

～
Ｓ60年3月（納品）

人工衛星開発本部
技術試験衛星グ

ループ副主任開発部
員

6
（DYNA-A）

―

●「法人等の発意」有り：事業団の認可を得てＣＲＣ
を指揮監督して作成したものなので、職務上本プログ
ラムを作成することは予定又は予期されていた。
●「職務上作成する著作物」該当：作成過程から、認
められる。
●「法人等が自己の著作の名義の下に公表するも
の」該当：公表されるとすれば、当然事業団の名義に
より公表されるべきものである。

―

●ＣＲＣの従業員ら・Ｘの共同
で作成
●Ｘの指揮監督のもと、ＣＲ
Ｃ・Ｘが共同でプログラミング
作業を行った。

―

●Ｓ59年4月、「ＥＴＳ-Ｖミッション解析」業務計画のため、要修正とされた本件プログ
ラム１の改修のための業務委託契約をＣＲＣとの間で締結。作業場所は事業団、使
用機器は事業団のものであり、対価は事業団からＣＲＣに支払われた。
●本件プログラム１を改修した本プログラムがＣＲＣにより作成され、Ｓ60年3月に事
業団に納品された。
●本プログラムは、本件プログラム１に機能を追加したもので、Ｘの指示に基づき追
加部分の具体的なプログラミングはＣＲＣが行った。

●本件プログラム１の大規模改修・発展させ
作成したものである。
●ＣＲＣ担当者は、Ｘが導き出した基礎方程
式をＸの指示どおりに機械的に組み込んだだ
け。
●事業団はＣＲＣの作業費を一部負担したの
み。

●ＣＲＣ担当者の創作によるものであ
る。
●事業団の業務におけるＥＴＸ-Ｖミッ
ションカイセキプログラムの一環として
作成されたことは明らか。

Ｓ60年4月（委託
契約締結）

～
Ｓ61年3月（納品）

人工衛星開発本部
技術試験衛星グ

ループ副主任開発部
員

3
（KALMAN-1）

（改正法適用
　　　＝公表不要）

●本件プログラム１３は
事業団の職務著作であ
る。よって本件プログラ
ムの著作者がＸである
との前提によるＸ主張
は、その前提を欠く。→
Ｘに原著作者の権利は
無い

●「法人等の発意」有り：Ｘは事業団の認可を得て、
ＣＲＣを指揮監督し、本プログラムらを作成したほで、
当該作成は予定又は予期されていたものである。
●「職務上作成する著作物」該当：作成過程から、認
められる。
●現行法が適用されるため公表要件は不要。

―

●ＣＲＣの従業員・Ｘの共同で
作成
●Ｘの指揮監督のもと、ＣＲ
Ｃ・Ｘが共同でプログラミング
作業を行った。
●ＣＲＣは、プログラムの概念
設計、詳細設計、プログラミン
グを行い、Ｘと連盟で本プログ
ラムの作成に冠する論文発表
を行っているので、陳腐な単
純作業のみ行った（Ｘ主張）と
する主張は失当。

―

●Xの提言により、本件プログラム１３を改修する必要があると判断した。
●Ｓ60年4月、ＣＲＣ・事業団間で委託契約が締結された。
●Ｘは、ＣＲＣに対し、本件プログラム１２及びＸがＣＮＥＳで発表した論文（甲５）のア
ルゴリズムを示し、具体的な指示を行った。
●ＣＲＣは設計・プログラミングを行い、Ｘの検証を受け、本プログラムが完成。Ｓ61
年3月、ＣＲＣから事業団に納品された。

●Ｘの指示のもと、ＣＲＣ担当者が陳腐なプロ
グラム付加の単純作業を行った。
●本件プログラム１３の二次的著作物である
→著作権・著作者人格権はＸに帰属する。

●ＣＲＣ担当者の創作によるものであ
る。
●事業団の業務におけるＥＴＸ-Ｖミッ
ション解析プログラムの一環として作
成されたことは明らか。

●ＣＲＣの従業員ら・Ｘの共同
で作成
●Ｘの指揮監督のもと、ＣＲ
Ｃ・Ｘが共同でプログラミング
作業を行った。
●Ｘは指揮監督を行ったが、
ＣＲＣは自らの創意工夫により
プログラミングを行ったため、
ＣＲＣは一部ステップの単純
作業を行ったにすぎない（Ｘ主
張）とはいえない。

●Ｓ58年12月、事業団・ＣＲＣ間でＸ提案の業務計画支援のためのプログラム作成
委託契約が締結された。
●ＸはＣＲＣに論文を示し、説明を行いＣＲＣがプログラミングを行った結果本プログ
ラム（１及び２）が完成。Ｓ59年4月に事業団に納品された。
●ＣＲＣ・事業団間の契約は、実績ベースの対価支払いを行う単価契約であった。

●ＣＲＣ担当者の創作によるものであ
る。
●事業団の業務におけるＥＴＸ-Ｖミッ
ションカイセキプログラムの一環として
作成されたことは明らか。

作成経緯（Ｘ主張） 作成経緯（事業団主張）

Ｓ58年12月（委託
契約締結）

～
Ｓ59年4月（納品）

衛星設計第１グルー
プ副主任開発部員

●「法人等の発意」有り：Ｘは事業団の認可を得て、
ＣＲＣを指揮監督し、本プログラムらを作成したほで、
当該作成は予定又は予期されていたものである。
●「職務上作成する著作物」該当：作成過程から、認
められる。
●「法人等が自己の著作の名義の下に公表するも
の」該当：公表されるとすれば、当然事業団の名義に
より公表されるべきものである。

作成年月日 プログラム番号 翻案であるか否か
職務著作に該当するか※判断前提は資料

３参照
職務著作に該当するか（Ｘ主張への高裁

見解）
プログラムの作成者 著作物性の有無 プログラムの作成経緯（高裁の認定）


